
令和５年 10月５日 
市民局人権部人権推進課 

福岡市では、北朝鮮当局による拉致問題について、市民の皆様に認識を深めていただき、解決に向
けた機運をさらに高めていくため、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。 
今年度は、拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田 拓也氏によるご講演と、「拉致被害者

御家族ビデオメッセージ」やアニメ「めぐみ」の上映を予定しております。 
つきましては、本講演会の周知及び当日の取材について、ご協力いただきますようお願いいたします。 

【日時】 
令和５年11 月18 日（土）

14︓00～16︓00（開場 13︓30）  
【会場】 
ＦＦＧホール 
（福岡市中央区天神２-13-１ 

福岡銀行本店地下） 
【入場料・申込・定員】 
入場無料、定員 650名（先着制） 
要事前申込（10月 10日から申込受付） 
※手話通訳、要約筆記あり 

【後援】 
福岡県、福岡法務局、福岡県人権擁護委員連合会 

※当日の取材について
取材に際しましては、11月 17日（金）正午までに市民局人権推進課へご連絡ください。
当日は、記者証・腕章をご着用の上、13︓50 までに報道受付にて受付をお願いいたします。

また、12月 10日から 16日の「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせ、下記の啓発活動を行
います。 
○拉致問題啓発パネル展
期間︓12月９日（土）～12月 15日（金）場所︓福岡市役所 1階多目的スペース

○北朝鮮人権侵害問題啓発週間 横断幕の掲示
期間︓12月９日（土）～12月 15日（金）場所︓福岡市役所 7階西側壁面

アニメ めぐみ

拉致問題啓発講演会を開催します 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

【問い合わせ先】   
福岡市市民局人権推進課 前野、古賀    

TEL︓092-711-4337（内線 1890） 
FAX︓092-733-5863 
 

横田 拓也 氏 

市政記者各位 



■主催／福岡市　　■後援／福岡県・福岡法務局・福岡県人権擁護委員連合会

北朝鮮人権侵害問題啓発講演会

14：00～16：00 （開場／13：30）
11月１８日
令和５年

福岡市中央区天神２－13－１
福岡銀行本店地下

ＦＦＧホール

令和５年１０月１０日（火） ～ 令和５年１１月１０日（金） 必着

DVD上映（字幕あり）

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会
　     代表　横 田　拓 也 氏
            （拉致被害者　横田　めぐみさんの弟）

講演「北朝鮮よ、姉横田めぐみを帰せ！」

土

※専用駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

12/10～ 12/16は 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 です

問い合わせ 福岡市市民局人権推進課
TEL：092-711-4338　FAX：092-733-5863

横田めぐみさん家族旅行での写真

※申込方法は裏面をご覧ください

手話通訳
要約筆記あり
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❶ 拉致被害者御家族ビデオメッセージ
❷ アニメ「めぐみ」



ホームページ、往復はがきのいずれかでお申込みください
【申込締切】１１月１０日(金) 必着
● 先着順（定員６５０名）
● 電話でのお申込みはできません
● 通常はがきでのお申込みは受付不可となります

福岡市ホームページの申込フォームからお申込みください。　
https://www.city.fukuoka.lg.jp/ 
※１メールアドレスにつき、４名まで申込可

申込み後、数日以内に受付メールをお送りします。講演会当日、受付にて
受付メール画面、もしくは受付メールを印刷したものをお見せください。

往復はがきに以下の必要事項をご記入の上、お申込みください。《11月10日（金）必着》
【往信はがき宛名面】 〒810-8620　福岡市　市民局　人権推進課　行　　（住所不要）
【往信はがき文面】 ①参加希望人数（１枚のはがきで４名まで申込可）

②代表者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号
③手話通訳・要約筆記希望の場合、車いすで来場の場合はその旨を明記

【返信はがき宛名面】 代表者の住所・氏名
【返信はがき文面】何も記入しないでください

●当日、発熱がある方や体調不良の方の参加はご遠慮ください。
●ご記入いただいた個人情報については、本講演会に関するご連絡のみに
　利用させていただきます。

申込方法

ホームページの場合

往復はがきの場合

記載イメージ
郵便往復はがき 郵便往復はがき

往信 返信

〒810-8620 「拉致問題講演会」
①参加者希望人数
　（１枚のはがきで４名まで
　　申込可）
②代表者の住所
　氏名（ふりがな）
　電話番号
③手話通訳、要約筆記希望の
　場合、車いすで来場の場合
　はその旨を明記

〒〇〇〇-〇〇〇〇

【往信はがき宛名面】 【返信はがき文面】 【返信はがき宛名面】 【往信はがき文面】

参加できない方のために
講演の録画を後日、
福岡市ホームページで
配信いたします（申込不要）

お申込みはこちらから

音声コード
Uni-Voice

福岡市　拉致問題 で検索

講演会当日、受付にて
返信ハガキをお見せください

【注意】

この面には、
何も記入しない
でください。
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